
★食べたときに広がる

そばの香りを楽しむ幸せをイメージ

香福の極み 越前蕎麦

福井県産そばのキャッチコピーとロゴマーク

こうふく

★幸福度日本一の福井県の「幸福」を

「香福」と表記

他産地と比べた際の特徴「香りの良さ」を訴求

0



●県産そば粉の使用比率

●そば粉の挽き方

「香福の極み 越前蕎麦」認証店制度

区分 内容

福井県産そば・石臼挽き
・提供する全てのそば料理に使用するそば粉が

100％福井県産
・使用するそば粉が100％石臼挽き

福井県産そば・独自製粉

・提供する全てのそば料理に使用するそば粉が
100％福井県産

・独自製粉（石臼挽き以外）のそば粉を、全部または
一部使用

福井県産そば・ブレンド
・提供するそば料理の全部または一部に、福井県
産と他産地産とのブレンドそば粉を使用

⇒ ３つの認証区分を設定

※詳細は次ページ以降を参照
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①福井県内で生産されたそばを原料としていること。
（他県産そば、外国産そばと混合したそば粉は対象外）

②そば粉は石臼挽きで製造されたものであること。

③年間を通して消費者に対して提供する全てのそば料理が、
上記のそば粉を使用していること。

④そば麺のつなぎの割合は３割未満であること。

⑤消費者に対して、実店舗での対面販売により県産そば
（土産物用のそば麺等を除く）を提供している店であること。

⑥福井県のPRに協力する意思があること。

区分：福井県産そば・石臼挽き
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以下の基準をすべて満たすもの



以下の基準をすべて満たすもの

①福井県内で生産されたそばを原料としていること。
（他県産そば、外国産そばと混合したそば粉は対象外）

②使用するそば粉の全部または一部が、石臼挽き以外の
製法により製造されたものであること。

③年間を通して消費者に対して提供する全てのそば料理が、
上記のそば粉を使用していること。

④そば麺のつなぎの割合は３割未満であること。

⑤消費者に対して、実店舗での対面販売により県産そば
（土産物用のそば麺等を除く）を提供している店であること。

⑥福井県のPRに協力する意思があること。

区分：福井県産そば・独自製粉
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以下の基準を満たすもの

①福井県内で生産されたそばを原料の一部に使用して
いること。

②そば麺のつなぎの割合は３割未満であること。

③消費者に対して、実店舗での対面販売により県産そば
（土産物用のそば麺等を除く）を提供している店であること。

④福井県のPRに協力する意思があること。

区分：福井県産そば・ブレンド
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★認証店が下記の目的のためにロゴマークを使用する場合は、

使用申請は不要です

（商標出願中）

ロゴマークの使用について

＜例＞

・県産そばを原材料とした商品（乾麺、お菓子
等）のパッケージに使用

・蕎麦などを振る舞うイベントのポスターに使用

・土産品店の店内で、商品POP等に使用

★認証店以外がロゴマークを使用したい場合は、

申請が必要です

・「香福の極み 越前蕎麦」認証店のPR活動

・福井県産そばをPRするための出版物や広報物の作成
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●認証店の申請

申請方法

「『香福の極み 越前蕎麦認証店』認証要綱」に基づき、必要書類を提出

してください。

※申請書は随時受付。３か月ごと（４月、７月、１０月、１月末）にまとめて審査
します。

※既に「おいしい福井県産そば使用店」として認証済み、または申請済みの方は、

申請手続きは不要です。

●ロゴマークの使用申請

「『香福の極み 越前蕎麦』ロゴマークおよびキャッチコピー使用管理要領」

に基づき、必要書類を提出してください。

申請先・問い合わせ先：

福井県 福井米戦略課 福井米振興グループ
TEL ０７７６－２０－０４２９
Email fukuimai@pref.fukui.lg.jp
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